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２０２３年１０月５日 

株式会社キユーソー流通システム 

株式会社久松運輸 

  



2023 年 10 月５日 

各位 

東京都調布市調布ケ丘三丁目５０番地１ 

株式会社キユーソー流通システム 

代表取締役社長 西尾 秀明 

 

香川県綾歌郡宇多津町２６２８番地９９４ 

株式会社久松運輸 

代表取締役社長 炭田 栄二 

 

吸収分割にかかる事前開示書類 

 

（吸収分割承継会社：会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則 192 条に基づく開示事項 

吸収分割会社：会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条に基づく開示事項） 

 

株式会社キユーソー流通システム（以下「キユーソー流通システム」といいます。）及び

キユーソー流通システムの完全子会社である株式会社久松運輸（以下「久松運輸」といいま

す。）は、2023 年 7 月 27 日付で吸収分割契約書を締結し、効力発生日を 2023 年 12 月１日

として、キユーソー流通システムの四国地区における倉庫事業について、その権利義務を久

松運輸に承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行うことにいたしまし

たので、会社法の規程に基づき、以下のとおり開示いたします。 

 

１．吸収分割契約の内容 

別紙１に記載のとおりです。 

 

２．分割対価の相当性に関する事項 

完全親子会社間の分割につき、分割対価の交付はありません。 

 

３．効力発生日に剰余金の配当等として、吸収分割承継会社の株式を吸収分割会社の株主に

交付する旨の決議に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．吸収分割会社の新株予約権者に交付する新株予約権に関する事項についての定めの相

当性に関する事項 

該当事項はありません。 



 

５．吸収分割会社の計算書類等に関する事項 

（１）最終事業年度に係る計算書類等 

キユーソー流通システムは、有価証券報告書及び四半期報告書を関東財務局に提出し

ております。最終事業年度にかかる計算書類については、「金融商品取引法に基づく

有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム（EDINET）」又はキユーソ

ー流通システムの下記 Web サイトよりご覧いただけます。 

https://www.krs.co.jp/ir/securities.html 

（２）臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

（３）最終事業年度後に生じた重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 

６．吸収分割承継会社の計算書類等に関する事項 

（１）最終事業年度に係る計算書類等 

別紙１のとおりです。 

（２）臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

（３）最終事業年度後に生じた重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 

７．吸収分割会社及び吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに関する事項 

吸収分割会社であるキユーソー流通システム及び吸収分割承継会社である久松運輸の

それぞれの資産及び負債について、本吸収分割の効力発生日以後における両社の債務

の履行に支障を及ぼす事情の発生及びその可能性は現在のところ認識されておらず、

当該効力発生日以後においても、両社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見

込まれており、両社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題ないものと判断

しております。 

 

８．吸収分割契約等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、上記の事項に変更

が生じたときにおける変更後の当該事項 

本吸収分割にかかる事前備置開始日以降に上記事項に変更が生じたときは、変更後の

内容を直ちに開示いたします。 

 

以上 

  



別紙１ 

  



  



  



  



別紙２ 

 


